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公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会

前会長

埼玉北支部相談役

内 山  俊 夫

会 長 職 を 振り返り

　支部会員の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い業務に支障をきたしている

ことをお見舞い申し上げます。一日も早い終息をお祈り申し上げます。また、日頃より宅建協会の活動並

びに運営に対しご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、私は５月の定時社員総会をもちまして、２期４年にわたりました埼玉県宅建協会の会長職を辞す

ることになりました。４年間を振り返りますと、先ずは埼玉北支部から推薦を頂き、支部役員はじめ支部

会員の皆様のご支援バックアップ体制があればこそ、５０００社の会員組織の長としての重責を全うでき

ました。本当にありがとうございました。

　「クリーン！ビジョン！アクション！」 をテーマに、考え、行動、決断するときには、このテーマを

基本に「この事は、会員の皆様の役に立つかどうか」と自問自答して、事業を進めさせていただきました。

そして、埼玉宅建協会創立５０周年記念式典を無事に挙行し「過去への感謝、未来への責任」を掲げ、埼

玉宅建の未来を切り開く、ハトマークグループビジョンを事業の中心としました。その内容は、「地域」

及び「地域の生活者」を顧客と捉え、ハトマーク会員が継続して「地域まもり」「家まもり」「資産まも

り」のお手伝いをし、顧客満足度を超える感動のサービスを提供することで、「消費者の笑顔」「地域生

活者の笑顔」「地域コミュニティの笑顔」を実現するというものです。

　組織の活性化も問題でした。収支の均衡「内山会長はコストカッター」と言われましたが、会員数の減

少、事務局改革、そして、空き家対策、民法改正対応、新型コロナウイルス感染症対応等、不動産業界の

持続的発展につながる事を実践し、皆様のお役に立つことだけを考えてこの４年間多くのことを進めるこ

とができたと信じております。

　やり残したことも多いのですが、次期会長並びに役職員の皆様にお任せすることにします。お世話にな

った皆様に心から感謝いたします。ありがとうございました。

　相談・法令遵守委員会では、不動産無料相談員をしていただける方に、交代で熊谷市

役所、深谷市役所、寄居町役場へ行っていただき、毎月不動産無料相談を開催していま

す。不動産無料相談員の皆さま、研修の参加も含め、活動にご協力いただき、いつも有

難うございます。実際、切実な相談もあり、公益性の高い事業と考えているのと同時に、

そういった場でも、しっかりとした宅建業者を介した不動産の取引を進めることの大切

さも感じています。

　今まで、年一回各地不動産フェアにも行っていただいておりましたが、こちらに関して

は昨年から無料相談会のみを廃止して、それぞれ「空き家相談」などの形に変え、地域会

員で対応いただくようになりました。不動産無料相談員の皆様は少し、肩の荷が下りた

形となりましたが、引き続きの御協力をお願いいたします。

　また、委員会メンバーを主軸に手分けして、免許更新を控えている協会会員の事務所

指導をおこなっております。今後とも、委員会メンバー力を合わせて地域の健全な不動

産取引普及に寄与していく所存です。皆様、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い致しま

す。今年対象となる皆様、日 ご々多忙な中とは思いますが、御協力のほど宜しくお願い申

し上げます。
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埼玉県北部地域で空き家バンクを始めています

北部地域空き家利活用相談(空き家バンク）及び自治体からの相談

　空き家バンクとは、利活用可能な空き家のうち、所有者が売却・賃貸を希

望する物件を登録し、その情報をホームページなどを通じて、地域に移住・

定住を希望する人などにお知らせする制度です。空き家を売りたい方、貸し

たい方は、ぜひ登録をしてください。登録は無料です。

活用の相談、物件の仲介、契約・交渉等を行っています。

①役所担当課へ相談申込み
②登録可能か判断するため、宅建業者等が調査
③空き家バンクに登録

＜空き家バンク登録の流れ＞

※登録された空き家は、今後、埼玉県北部地域空き家バンクホームページ等で情報を公開していきます。

H29.1.30～R2.8.20までの実績

242件相談(空き家バンク登録8件)、
28件成約いたしました。

埼玉北支部での
空き家等利活用実績
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廣川 勝宗
副委員長

　業務支援委員会では、本年度、チャリティゴルフコンペ・

バーベキュー・会員親睦旅行などを計画しておりましたが、

新型コロナウィルスにより、すべての行事が延期になって

おります。事態が終息し、心配なく外出が出来るようにな

りましたら、会員交流行事を企画・実施して参りますので

今後とも会員皆様のご協力、ご参加を宜しくお願いします。

　当委員会では、「情報提供」「政策推進」「業務支援」の３分野について企画・運営を

担っております。「情報提供」の分野では「空き家対策事業」に専念する形で、会員の皆

様へ貢献できるよう努めて参ります。

　今年度からの新制度として、空き家対策事業を通じて相談者と面談したものの媒介

契約に至らなかったケースや、相談者と面談できなかったケースに対し、調査のために

取得した書類の費用を、支部から支給することができるようになりました。申請が必ず

必要になりますので、本制度を利用される際は、支部事務局までお問合せください。

　また相談案件についての『結果報告書』が提出されていないケースが多いため、今後

は委員会より提出のお願いを強化し、事業内容の改善を図って参ります。引き続き皆様

からのご協力も賜れますようよろしくお願い致します。

　まだまだ試行錯誤を繰り返しながら運営しております。ご意見・ご要望・改善案など

がございましたら、お気軽に当委員会へお声を寄せいただけますと幸いに存じます。

　情報・政策・業務支援委員会(政策担当)では、6月26日に三浦熊谷市議、野澤熊谷市

議、永田深谷市議、柴崎深谷市議にご協力いただき、令和2年度の要望・陳情活動を開

始いたしました。

　令和元年度の要望・陳情項目に加えて「区画整理事業、公共事業の効果的且つ迅速化

に関する件」、「市街化調整区域内の古家解体に関する件」及び「埼玉県が市街化調整区

域内の都市計画法第34条12号区域において開発申請者の要件を改定したことに対す

る市としての見解の情報開示を求める件」（熊谷市・深谷市）、「私道寄付条件の緩和の

件」を要望・陳情致します。

　当委員会では、要望・陳情活動を大切と考え、会員皆様のご意見を行政に届ける活動

を行ってまいりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
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